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医師の石川県保険医協会加入について以下のように定める。会費等負担は事業所費用とするが、個人負

担とする場合はその扱いを免れることとする。 

 

１． 基本的な事項は、医師会加入規定（本部— 法規－本事８０５）を基準とする。 

 

２． 病院長、診療所所長、副院長、診療部長、その他地域連携にとって事業所が必要と判断した者は石川

県保険医協会に加入する。 

 

３． 石川県保険医協会が運営する部会の部員に任命された者は石川県保険医協会に加入する。 

 

４． ６５歳以降嘱託医となったものは事業所負担としないが、石川県保険医協会の理事や部員として協力

を求められるものは事業所負担とする。 


